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大
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理
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衆
議
院
議
員
白
石
洋
一
君
提
出
内
閣
人
事
局
の
人
事
権
の
対
象
範
囲
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
白
石
洋
一
君
提
出
内
閣
人
事
局
の
人
事
権
の
対
象
範
囲
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
は
、
「
幹
部
職
員
人
事
の
一
元
管
理
」
と
し

て
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
適
格
性
審
査
に
関
す
る
事
務
、

同
法
第
六
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
と
の
協
議
に
関
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
特
別
職
で
あ
る
裁
判
官
及
び
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員
の
職
並
び
に
検
査
官
等
の
職
に
は
、
同
法

第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
検
察
庁
及
び
会
計
検
査
院
の

官
職
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
十
一
条
の
二
か
ら
第
六
十
一
条
の
五
ま
で

の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。


